
介護保険サービスの申請の流れ

本人や家族、 または代理人が

市区町村の窓口に申請する

調査員が利用者宅を訪れ、 介護状況に

ついて質問し、 調査票に記入する

申請から 30 日以内に通知が届く

不服申し立て

都道府県の介護保険審査会へ

申請

訪問調査

要介護認定

認定結果 （要介護度）
の通知

要支援 1 ・ 2 要介護 1〜5

地域包括支援
センターに依頼

ケアマネージャーを
選ぶ

介護予防
ケアプラン作成

ケアプランの作成

介護予防サービス
利用開始

介護サービス
利用開始
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〈要介護度 ・ 7 段階〉

※ 認定された要介護度には有効期限 （原則　新規 6 ヵ月 ・
以降 12 ヵ月） があり、 更新手続きが必要です。

コンピュータによる判定

調査票のデータ入力

調査員の

特記事項
主治医の意見書

かかりつけの医師に、 要介護の原因に

なっている疾病や障害に関する意見書

（診断書） を書いてもらいます。

※かかりつけの医師がいない場合は、

市区町村の窓口に相談すれば紹介しても

らえます。

認定審査会

1 次判定の結果をもとに行政から委託された

医療や介護の専門家により要介護度が決定
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ついて質問し、調査票に記入する

申請から30日以内に通知が届く
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〈要介護度・7 段階〉

※認定された要介護度には有効期限（原則　新規６ヶ月・
以降12ヶ月）があり、更新手続きが必要です。

コンピュータによる判定

調査票のデータ入力

調査員の

特記事項
主治医の意見書

かかりつけの医師に、要介護の原因に

なっている疾病や障害に関する意見書

（診断書）を書いてもらいます。

※かかりつけの医師がいない場合は、

市区町村の窓口に相談すれば紹介して

もらえます。

認定審査会

1次判定の結果をもとに行政から委託された

医療や介護の専門家により要介護度が決定


